
小田原市教育委員会協議会会議録 

 

１ 日時  平成１７年６月３０日（木）午後２時４０分～午後３時２０分 

場所  小田原市役所 ３０１会議室 

 

２ 出席した教育委員の氏名 

島 田 祐 子 

青 木 秀 夫 

桑 原 妙 子 

安 藤 實 英 

横 田 俊一郎 

 

３ 説明等のため出席した教育委員会職員の氏名 

学校教育部長          石 嶋  襄 

生涯学習部長          白 木  章 

生涯学習部次長         今 村 清 晴 

教育政策課長          杉 崎  公 

学校教育課長          椎 野 美 乃 

スポーツ課長          守 屋 良 治 

学校教育課長補佐（学事）    青 木  昭 

（事務局） 

教育政策課教育政策担当主査   杉 山 博 之 

教育政策課主査         田 代 勝 美 

 

４ 議事 

（１）報告事項 

①市議会６月定例会の概要について              （教育政策課） 

②財団法人小田原市学校建設公社経営状況報告について     （教育政策課） 

③財団法人小田原市体育協会経営状況報告について       （スポーツ課） 

④平成１７年度小田原市奨学生選考結果について        （学校教育課） 
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⑤教職員の不祥事について                  （学校教育課） 

 

（２）資料提供 

①教科書採択関係陳情等                   （学校教育課） 

 

５ 議事の概要 

（１）報告事項 

①市議会６月定例会の概要について              （教育政策課） 

教育政策課長…市議会６月定例会の概要については資料１のとおりですので、後程御覧

いただきたいと存じます｡ 

 

（質疑・意見等なし） 

 

②財団法人小田原市学校建設公社経営状況報告について     （教育政策課） 

教育政策課長…市議会６月定例会において報告いたしました、財団法人小田原市学校建

設公社経営状況報告について御説明申し上げます。それでは、事業概要

から御説明申し上げます。１ページを御覧いただきたいと存じます。平

成１６年度は、学校施設貸付事業として、昭和５７年度・５８年度に建

設いたしました町田小学校校舎、平成４年度から７年度に建設いたしま

した三の丸小学校校舎等を小田原市に貸付けいたしました。内容は、次

の２ページのとおりであります。続きまして、損益計算書について御説

明申し上げますので、３ページを御覧いただきたいと存じます。１の営

業収益及び２の建物取得費でございますが、今年度は学校施設の建設を

行っておりませんので、営業総利益は０円となっております。４ページ

をお開きください。３の事業費用のうち、括弧１の運営費は、公社の一

般事務経費でございます。括弧２は支払利息でございまして、町田小学

校校舎、及び三の丸小学校校舎等の建設に要しました長期借入金に係る

支払利息でございます。したがいまして、事業費用合計は、56 万 946 円

で、営業総利益から事業費用を差し引いた事業損失は、同額の 56 万 946

円となります。４の営業外収益は、市からの利子補給金、受取利息等で、
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その合計額は 52 万 1,213 円となります。この営業外収益から、先程の事

業損失を差し引きいたしますと、当年度の純損失は、3 万 9,733 円とな

りました。５ページを御覧ください。剰余金処分計算書でございますが、

前年度からの繰越金 29 万 2,542 円から、先程の当年度純損失 3 万 9,733

円を差し引きました額、25 万 2,809 円を翌年度に繰り越すものでござい

ます。続きまして、貸借対照表について御説明申し上げますので、６ペ

ージをお開きください。資産部の１の流動資産、括弧１は普通預金で、

括弧２の建物は、当公社が保有する建物の合計額でございます。以上の

結果、流動資産の合計額は、15 億 8,534 万 7,809 円でございます。２の

固定資産でございますが、括弧１の定期預金は自己資本金の 500 万円で、

括弧２の投資は、信用金庫に対する出資金でございまして、固定資産合

計は、503 万円でございます。以上の流動資産と固定資産を合わせまし

た、資産合計は、15 億 9,037 万 7,809 円となります。７ページを御覧い

ただきたいと存じます。負債の部でございます。３の固定負債、括弧１

の長期借入金は、町田小学校校舎建設事業及び、三の丸小学校校舎建設

関連事業に係る借入金でございます。以上、負債合計は 15 億 8,512 万 5

千円でございます。８ページをお開きください。資本の部でございます。

４の資本金、括弧１の自己資本金は、小田原市からの出資金でございま

す。５の剰余金、括弧１の利益剰余金ですが、前年度からの繰越利益剰

余金から当年度純損失を差し引きしたもので、25 万 2,809 円でございま

す。これに先程の資本金合計を加えました、資本合計は 525 万 2,809 円

となります。これに、７ペ－ジの負債合計を加えました負債資本合計は、

15 億 9,037 万 7,809 円で６ページの資産合計と同額となっております。

９ページ及び１０ページは、財産目録でございますが、これにつきまし

ては、貸借対照表を一覧表にしたものでございますので、説明は省略さ

せていただきます。１１ページを御覧いただきたいと存じます。公社事

業明細表でございます。平成１６年度は、建物の売却、建設がございま

せんでしたので、期首、期末間で建物棚卸高は同額でございます。続き

まして、平成１７年度の事業計画及び予算について御説明申し上げます。

１２ページをお開きいただきたいと存じます。まず、平成１７年度事業
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計画でございますが、１の学校施設貸付事業では、前年度に引き続き町

田小学校校舎、及び三の丸小学校校舎等を小田原市に貸付けようとする

ものでございます。次に、２の学校施設譲渡事業でございますが、三の

丸小学校屋内運動場棟の一部である屋内プール、１千７４平方メートル

を小田原市へ譲渡する計画でございます。１３ページからの平成１７年

度予算につきましては、事業計画に基づいて編成したものでございます。

１４ページをお開きいただきたいと存じます。予算説明書について御説

明申し上げます。まず、収入でございますが、事業収益は、26 億 4,227

万 8 千円を計上いたしました。その内訳は、営業収益として三の丸小学

校屋内プール売却代 5 億 3,545 万 7 千円を見込んだほか、営業外収益と

して、借入金に対する市からの利子補給金、借入金収入等を見込んでお

ります。これに繰越金を加えた、収入合計は、26 億 4,251 万 2 千円でご

ざいます。続きまして、１５ページの支出でございます。事業費用は、

26 億 4,230 万 1 千円を計上いたしました。その内訳でございますが、営

業費用では契約書に貼付する印紙代等として 102 万 7 千円を、営業外費

用では、金融機関からの借入金に対する元金返還金及び経過利息として

26 億 4,127 万 4 千円を見込んでおります。これら事業費用に予備費を加

えた支出合計は、26 億 4,251 万 2 千円となりました。１６ページは、資

金計画でございますが、説明は省略させていただきます。以上をもちま

して、財団法人小田原市学校建設公社の経営状況についての説明を終わ

らせていただきます。 

横田委員  …何のために学校建設公社があるのですか。 

教育政策課長…校舎の鉄筋化が進められた時期に一般会計に予算がなく、市中銀行から

借りて先行投資するために設立したものです。 

 

③財団法人小田原市体育協会経営状況報告について       （スポーツ課） 

スポーツ課長…それでは、私から資料３の財団法人小田原市体育協会の経営状況につい

て御報告申し上げます。２ページをお開きください。平成１６年度の事

業報告でございますが、スポーツ教室や競技会を始め、市民のスポーツ

振興に寄与してまいりました。実施事業につきましては、２ページから
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４ページに記載のとおりでございます。５ページから６ページの「収支

計算書総括表」は、一般会計と収益事業特別会計をまとめたものでござ

います。７ページの「正味財産増減計算書総括表」と８ページの｢貸借対

照表総括表｣は、一般会計及び収益事業特別会計で後ほど御説明させてい

ただきます。９ページの一般会計収支計算書は、決算額を中心に御説明

いたします。１の基本財産運用収入の９７６円は、基本財産１億円の預

金利息でございます。２の会費収入４００万円は、加盟５６団体の会費

と賛助会員会費でございます。３の事業収入 1,００６万２，２００円は、

スポーツ教室の参加料などでございました。４の受託事業収入 

２，７２０万４,７５５円は、市民総合体育大会、県総合体育大会、かな

がわ駅伝競走大会の運営費、また、小田原アリーナ及びテニスガーデン、

城山陸上競技場の管理受託収入でございます。次に、１０ページの５の

補助金収入４，２３０万７千円は、市からの補助金等でございます。７

の収益事業特別会計繰入金収入の１２０万円は、特別会計からの繰入で

ございます。８の収益事業特別会計積立金取崩収入の２５０万７千円は、

平成１３年度に遡り消費税を納付する旨、税務署の指導がありましたの

で急遽、積立金の取崩しをしたものです。当期収入合計８，７３２万 

４，５１４円に前期繰越収支差額１４５万３，３０４円を加えた収入合

計は、８，８７７万７，８１８円となります。続きまして、１１ページ

の支出の部を御覧ください。１の教室、競技会、講習会等１,２１４万 

４，６０５円は、小学生陸上競技教室を始め１４教室の開催､小田原尊徳

マラソン大会等５大会の事業費を支出いたしました。２の助成支援事業

費は、競技団体、地区団体、レクリエーション団体等の支援に８７２万

８，６６１円を、３の指導者養成事業費は、１２万５，１５７円を支出

したものでございます。１２ページの４の情報収集提供事業費２５４万

５，３２７円は、「スポーツおだわら」の発行などでございます。５の小

田原市スポーツ事業受託事業費６２３万３千円は、市民総合体育大会、

県総合体育大会、かながわ駅伝競走大会の運営費であります。６の体育

施設管理業務受託事業費は、小田原アリーナ等の管理の受託経費で、 

１３ページの７の管理費は、職員の給料等に要した経費でございます。
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１４ページの当期支出合計は、８，６１１万７，５６９円で、１０ペー

ジの収入合計８，８７７万７，８１８円から差し引いた次期繰越収支差

額は、２６６万２４９円となります。１５ページは、一般会計正味財産

の増減を記載したものでございます。１６ページから１７ページの、一

般会計貸借対照表は、資産の内訳でございます。次に、１８ページをお

開きください。収益事業特別会計でございますが、事業収入は、自動販

売機の手数料収入でございまして、前期繰越収支差額を加えた２８７万

６，７８２円でございます。次に、１９ページの支出ですが、１の事業

費は、自動販売機の管理経費で３６万４，５６８円の支出となっており

ます。２の租税公課は、８２万５，９２７円でございます。３の一般会

計繰入金支出１２０万円を合せまして、当期支出合計は、２３９万 

４９５円で、１８ぺージの合計収入から差引いた次期繰越収支差額は、

４８万６，２８７円となります。次に２２ページから２３ページの財産

目録は、一般会計及び収益事業特別会計の当期末の資産、負債の内容を

一覧にしたものでございます。以上で､平成１６年度の収支決算について

の説明を終わらせていただきます。続きまして、平成１７年度の事業計

画及び予算について御説明いたします。２６ページから２８ページの事

業計画ですが、スポーツ教室や大会の開催、団体等への助成や指導者の

養成等を行うほか、スポーツ事業及び体育施設の管理などを行ってまい

ります。次に、３０ページから３１ページの「収支予算書総括表」でご

ざいますが、収支内訳といたしまして、一般会計と収益事業特別会計を

一覧にしたものでございます。次に、３２ページをお開きください。一

般会計予算ですが、収入の部１の基本財産運用収入は、基本財産の利子

収入でございます。２の会費収入は、加盟団体と賛助会員の会費で、３

の事業収入は、スポーツ教室、参加料等でございます。４の受託事業収

入は、市から委託されます市民総合体育大会等３大会及び体育施設の管

理受託収入でございます。１７年度から小田原アリーナ等の月曜開館に

伴う業務並びに城山庭球場、酒匂川スポーツ広場の管理業務を受託した

関係で、増額となっております。５の補助金収入は、市等からの補助金

収入でございます。３４ページの支出の部ですが、１の教室、競技会、
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講習会等事業は、スポーツ教室や小田原尊徳マラソン等の開催に伴う経

費でございます。２の助成支援事業費は、団体等への助成、３の指導者

養成事業費は､団体の指導者養成に係る経費でございます。３５ページの

５のスポーツ事業受託事業費は、市民総合体育大会等の運営及び県大会

出場に要する経費でございます。３６ページの、６の体育施設管理業務

受託事業費は､小田原アリーナ等の施設管理にかかる経費でございます。

７の管理費は、事務局経費を計上いたしたものでございます。３７ペー

ジの当期支出合計は、１億１,２９３万９，０００円で収入と同額であり

ます。次に、３８ページの収益事業特別会計収支予算書の収入の部でご

ざいますが、チケット販売手数料と自動販売機手数料、前期繰越金を合

せた３１７万２，０００円を計上いたしました。次に、３９ページの支

出の部ですが、１の事業費は、チケット販売等に伴う経費、２の租税公

課を計上いたしたものでございます。そのほか、一般会計繰入金支出 

１００万円を見込み、予備費を加えました当期支出合計は、収入と同額

の３１７万２，０００円でございます。以上をもちまして、財団法人小

田原市体育協会の経営状況についての説明を終わらせていただきます。 

横田委員  …小田原市体育協会の職員は何人ですか。 

スポーツ課長…専従職員が５人、臨時職員が１人、合計６人です｡ 

 

（生涯学習部長、次長、スポーツ課長退室） 

 

④平成１７年度小田原市奨学生選考結果について        （学校教育課） 

学校教育課長…資料４を御覧ください｡始めに奨学金制度の概要ですが、本市奨学金制度

は前進である小田原育英会で昭和３０年より行われてきた制度を平成４

年度の同会解散に伴い、引き継ぎました寄附金を基金として平成５年度

より小田原市で執行を始め、経済的理由により学校教育法に規定されて

いる高等学校の課程の修学が困難な者に対し、奨学金の給付を行ってき

ました｡当時から基金運用形の制度として行っており、公立高校の月額授

業料相当額を給付してきましたが、預金利率の低下に伴い、現在では年

間利息収入は昨年度で数百円となり、９９％以上を一般財源の持ち出し
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で運用しており、社会状況の変化に伴い、ここ数年は予算額を大幅に越

える申請者があり、予算の増額要望にも苦慮している状況です｡現在の奨

学基金額は、４，０００万円弱です｡平成１７年度の選考結果ですが、今

年度の申請状況は２０校から９７名の申請があり、新規申請校について

は県立湘南高校をはじめ４校です｡今年度の申請者数は前年度より下回

りましたが、その主な要因としては、奨学金該当者は増えているものの、

他制度を利用する方が増えているものと思われます｡次に認定状況です

が、６月２日に開催されました奨学生選考委員会により、今年度の小田

原市奨学生として９６名が認定されました。内訳は公立高校１３校７４

名、私立高校６校２２名です｡非否認１名は所得水準が基準値より高いた

め認定されなかったものです｡ 

島田委員  …奨学金以外の他制度とはどんなものですか。 

学校教育課長…各高校で授業料免除制度があり、その活用です｡ 

横田委員  …１人１ヶ月いくら支給ですか。 

学校教育課長…１人１ヶ月９，０００円支給です。 

安藤委員長 …返済義務はありますか。 

学校教育課長…返済義務はなく、給付となります｡ 

桑原委員  …月額９，０００円ですべてをまかなえますか。 

学校教育課長…県立高校の月額授業料はまかなえます。 

横田委員  …高校の月額授業料はいくらですか。 

学校教育課長…県立高校ですと月額９，６００円程度です｡ 

 

⑤教職員の不祥事について                  （学校教育課） 

学校教育課長…資料５を御覧ください｡教員の不祥事について報告いたします｡１ 事故

の種類 教職員のセクハラ行為です。２ 事故の概要は、（１）発生月日 

平成１７年５月１４日（土）、（２）発生場所 小田原市立中学校長の自

宅、（３）加害者 小田原市立中学校長、（４）被害者 小田原市立中学

校教諭（女性）、（５）内容 市内の飲食店で行った運動会の反省会及び

二次会終了後、午後１０時３０分頃、他の教諭から頼まれ、酔った女性

教諭をタクシーで当該教諭の自宅へ送っていく途中、当該教諭の気分が
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悪そうだったため、午後１１時頃、校長の自宅へ当該教諭を連れていっ

た。午後１１時３０分頃、校長は、私服で布団に寝ている当該教諭の隣

りに横になり、左手を当該教諭の背中の下から左腰に回し、１分間位の

間、服の上から左腰を触ったものです。３ 事故後の経過等ですが、５

月２１日に被害者から市教育委員会学校教育課長にセクハラの相談があ

り、５月２３日に加害者から事情聴取をしました。翌５月２４日に再度

両者に事情聴取して事実の確認をし、５月３１日付けで県教育委員会に

事故報告書を提出しました。校長は、責任ある立場の者として、被害者

や自分の学校、市内の学校、教育界に迷惑をかけたことを深く反省し、

５月２４日から休みを取っています。５月２６日に記者発表され、学校

では、５月２７日に全校の保護者に向けて今回の事故の説明会を開き、

謝罪と今後の生徒への指導について報告し意見を聞きました。また、市

教育委員会は、同日、臨時の校長会議を開催し、再発防止に向けて指導

しました。当該校長には、６月１６日に県教育委員会より停職６カ月の

処分が出され、処分日をもって辞職をし、退職手当についても辞退して

おります｡該当校では、６月１日から教頭が校長の職務を代理しており、

先ほどの定例会で御報告しましたように、７月１日から新校長での体制

が決まっております｡ 

安藤委員長 …保護者の反応はどうですか。 

学校教育課長…５月２７日の保護者会では、子どもにどう説明するのか、その後のケア

はどうするのかという意見もある一方、子どもには包み隠さず話したほ

うが良いのではという意見もありました｡中学生は子どもとは言え、３年

間にわたる様々な発達段階の子がいることから、該当校の生徒には、セ

クハラ行為の具体的内容を話しておりませんでしたが、そのような保護

者の御意見も踏まえつつ、この事件を生徒、保護者、学校で力を合わせ

て乗り越えて、より良い学校を目指していく指導を継続していきます。 

桑原委員  …被害者の女性教諭が誰ということは一般に知られていますか。 

学校教育課長…新聞では２０代女性教諭と報道され、該当校では２０代女性教諭が３人

おりますが、そのうちの誰かということは一般には知られていません。 
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（２）資料提供 

①教科書採択関係陳情等                   （学校教育課） 

学校教育課長…教科書採択関係で様々な陳情が提出されておりますので、後程お読みい

ただければと存じます｡ 

 

（質疑・意見等なし） 


